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i-Construction 講習会の開催について 

 

 時下 益々ご清栄のことと存じ上げます。 

さて、国土交通省が主導する、生産性革命「i-Construction」について、福島

県土木部においても、ICT 活用工事を推進するとの方針が打ち出されておりま

す。 

これを踏まえ、当協会においても福島県土木部とともに、「i-Construction」

へ対応するために、各種研修会を開催しているところです。 

今回の講習会は、（一社）日本建設機械施工協会「施工技術総合研究所」の担

当者を講師に迎え行うことといたしました。 

「施工技術総合研究所」は、①i-Construction 技術の導入に関する検討とし

て、現場の生産性向上に係わる ICT の全面的活用に向けた施工方法の提案等、

②i-Construction の普及支援として、ICT の合理的な利用方法や利用条件を整

理した施工管理要領、監督・検査要領の提案、及び策定された新要領を現場の

試行工事等に適用し、その有効性の確認と課題や改善策の提案等を行う等の i-

Construction の専門機関です。 

講習会では、専門機関としての経験を踏まえた「すぐに活用可能で実践的な

内容」を講習していただきます。 

つきましては、貴職より支部傘下の会員企業に周知いただき、別紙「参加申

込書」により、令和３年１月１８日（月）までに、協会本部技術課あて、直接、

メールにてお申込みいただきますよう、併せてご案内願います。 

  

 

 

 

 

 

 

                                         

担当 所、堀越 

      



 i-Construction 講習会 開催要領 

 

１．共 催：福島県土木部、一般社団法人福島県建設業協会、福島県土木施工管理技士会、

福島県公共工事品質確保・安全施工協議会 

２．目 的：国土交通省並びに福島県が推進する i-Construction について、現場技術者・

現場代理人等に必要な知識を体系的に理解していただくことを目的とする。 

３．対象者：発注者・受注者など 

 

４．日時・会場・定員 

  ○日 時；令和３年１月２６日（火） 13：30～16:30  ※3.0 時間コースです。 

  ○会 場；「ビッグパレットふくしま」３F 中会議室 

       （郡山市南２丁目５２   電話 024-947-8010） 

  ○定 員；５０名           

       

５．カリキュラム 

   12:45～13：30  受付 

   13:30～16：30  講習会 （詳細は別紙を参照下さい。） 

   講師  一般社団法人日本建設機械施工協会「施工技術総合研究所」 

         

６．受講料：無料 

 

７．申込方法 

  ○別紙「申込書」に必要事項を記入の上、令和３年１月１８日（月）までにメールでお

申し込みください。 

○申込先：（一社）福島県建設業協会  Email：gijutsuka@e-fukuken.or.jp             

○受講票の発行はいたしませんが、申込確認が必要な場合は電話で事務局技術課に確認

をお願いします。（℡ 024-521-0244）  

○定員を超えた場合はこちらからメール又はお電話にてご連絡いたします。 

 注意） 申込書は、必ずエクセルシートに記入したものを、そのままメールに添付して

ください。  手書き入力、および PDF のものは無効とさせていただきます。 

 

８．ＣＰＤＳ 

 証 明 書：本講座は、CPDS 対象講座です。CPDS が必要な方は、受付時に本人確認を行い、

講座終了後に受講証明書を発行いたしますので、運転免許証、監理技術者



証等、本人確認ができるものを持参願います。（名刺不可。本人確認が出来

ない場合、受講証明書の発行が出来ない場合がありますので、ご注意下さ

い。） 

 

本セミナーは、全国土木施工管理技士会のＣＰＤＳにおいて３単位を付与します。 

   受付時に、身分証明書等で本人確認のうえ、セミナー終了後に受講証明書を発行 

いたします。（本人確認ができない場合、受講証明書を発行できない場合もあります 

ので、ご注意願います。）（ＣＰＤＳは登録申請中） 

 

９．その他 

   当講習会は新型コロナウィルス感染症予防対策を行います。 

別紙「新型コロナウィルス感染症予防についてご協力のお願い」をご覧ください。 

また、当日は別紙添付の問診票の提出をお願いいたします。 

なお、問診票は提出から 1 ヶ月後にシュレッター処理後破棄いたします。 


